
生産設備や器具購入の資金、店舗、
工場などの移転、新築、増築、改
築などに要する資金

原材料、商品などの仕入や手形、
買掛金の決済などに要する資金

常時使用する従業員の数が20人
（商業・サービス業は５人）以下
の個人や会社などが経営上必要と
する設備資金または運転資金

３年以上同一企業の従業員や通算
して５年以上同種の企業の従業員
として勤務した人が独立して開業、
または開業後１年未満の人が経営
上必要とする設備資金または運転
資金

（貸付は所要金
額の８割まで）

※設備資金と運転資金を併用して借り入れるときは、融資限度額１，６００万円（特別
小口事業資金は１，０００万円）で、融資期間は７年以内
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